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○佐賀市林道管理条例施行規則 

平成１７年１０月１日 

規則第１５３号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、佐賀市林道管理条例（平成１７年佐賀市条例第１６１号。以下

「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（使用許可申請） 

第２条 条例第５条の規定により、林道を使用しようとする者は、あらかじめ林道使

用許可申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による使用許可申請があったときは、その内容を審査し、適

当と認めたときは、林道使用許可書（様式第２号）を交付するものとする。ただし、

使用許可決定に際し、条件を付することができる。 

（占用許可申請） 

第３条 条例第１０条の規定により、林道の占用許可を求める者は、あらかじめ林道

占用許可申請書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による占用許可申請があったときは、その内容を審査し、適

当と認めたときは申請者に対し、林道占用許可書（様式第４号）を交付するものと

する。ただし、占用許可決定に際し、条件を付することができる。 

（工作物の設置等同意申請） 

第４条 条例第１１条の規定により、工作物の設置等を行おうとする者は、事業計画

を明確にした工作物の設置等同意申請書（様式第５号）に次に掲げる書類を添付し

て、市長に提出しその同意を得なければならない。 

（１） 土地登記簿謄本 

（２） 位置図 

（３） 事業計画書 

（４） 地区代表者（区長、生産森林組合長等）の同意書 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐賀市林道管理規則（昭和５７年佐
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賀市規則第１９号）、大和町林道管理条例施行規則（平成１１年大和町規則第２２

号）、富士町林道管理条例施行規則（平成１０年富士町規則第１号）又は三瀬村林

道管理条例施行規則（平成９年三瀬村規則第４号）の規定によりなされた処分、手

続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 
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様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第２条関係） 

様式第３号（第３条関係） 

様式第４号（第３条関係） 

様式第５号（第４条関係） 

 


